
福祉・介護人材の処遇改善事業助成金における同行援護の追加について 

 

                              平成２３年８月 

                              障 害 者 支 援 課 

                               

 平成２３年１０月１日より福祉・介護人材の処遇改善事業助成金の対象サービスに、

新たに同行援護が追加されます。下記のとおり受付を行いますので、関係書類を作成の

上、事業所の指定後に提出してください。 

 

記 

１ 提出の方法 

 ・法人として既に申請をしており、事業所を追加する事業者  受付窓口へ郵送 

 ・新たに単独で申請をする事業者              受付窓口へ持参 

 

２ 提出先（受付窓口） 

 ・京都市内の事業者       京都府庁（障害者支援課） 

・京都市以外の市町村の事業者  事業所所在地を所管する京都府保健所 

  ※ 詳細は、別添『「福祉・介護人材の処遇改善事業助成金」受付窓口について』を

御覧ください。 

 

３ 受付期間 

 (1) 平成２３年１０月サービス提供分から適用の場合 
 

  事業所指定日から平成２３年１０月１４日（金）まで（郵送の場合は必着） 
 

   上記期限後も受け付けますが、初回の助成金の支払いが２３年１２月より遅れる場

合があります。また、２３年１０月末日までに申請がない場合、２３年１０月分は対

象となりませんので御注意願います。 
 

 (2) (1)以外の場合 

   随時受付を行いますが、サービス提供月当月の５日（閉庁日の場合は、翌開庁日）

を過ぎますと、初回の助成金の支払がサービス提供月の翌々月より遅れることがあ

ります。 

   また、助成金の対象とするサービス提供月の末日までに申請をされないと、当該

月分は交付対象となりません。 



４ 提出書類等 

(1) 提出書類 

  ○法人として既に申請しており、事業所を追加する場合 

   ①変更届出書（参考様式） 

②福祉・介護職員処遇改善計画書（別紙様式２） 

③福祉・介護職員処遇改善計画書（都道府県内事業所等一覧表）（添付書類１） 

  ※キャリアパス要件に変更のある場合は、別途キャリアパス要件届出書が必要です。 

 

  ○新たに単独で申請する場合 

①承認申請書（別紙様式３） 

②処遇改善計画書（別紙様式２） 

③福祉・介護職員処遇改善計画書（都道府県内事業所等一覧表）（添付書類１） 

④その他必要書類（就業規則、給与規程、労働保険関係書類）           

⑤キャリアパス要件等届出書（別紙様式６、添付書類含む） 

 

  ※様式は、平成２３年１月７日付けワムネット京都府センター掲示板に掲載のファ

イルを参考にしてください。 

 

 (2) 提出部数  府庁に提出の場合   １部 

         保健所に提出の場合  ２部（正副）。ただし、④及び⑤については

１部で差し支えありません。 

 

５ 留意事項 

本助成金については、 

① 福祉・介護職員の賃金改善に要する費用以外の費用に充ててはならないこと。 

    ② 虚偽又は不正の手段により本交付金を受給した場合には支給の停止又は返還を

命じること。 

とされておりますので、適正な執行をお願いいたします。 


